
 名古屋市美術館協議会委員を公募します  

 
 名古屋市美術館の事業運営について審議するため、名古屋市美術館条例に基づき、

「名古屋市美術館協議会」を設置しています。この協議会に市民の立場から意見等

を述べて頂く委員を募集します。 

１ 応募資格 

  文化芸術の振興に関心があり、次の条件をすべて満たす方 
① 名古屋市内に在住、在勤または在学の満１８歳以上の方 

  ②本市が設置する他の附属機関の委員となっていない方 
  ③本市の職員でない方 
２ 任期 

  令和８年７月１日から２年間（予定） 
  ※協議会は、年２回程度で、平日（２時間程度）に開催します。 
３ 謝礼 

  協議会の出席につき、謝金をお支払いします。 
４ 募集人数 

  １名 
５ 応募方法 

（１）応募申込書に必要事項を記入し、次のテーマで小論文（８００字程度、様式

自由）を作成してください。 
テーマ：「子どもから高齢者まで、幅広いお客様にご来館いただくために取り組

むべきこと」 
（２）郵送または持参で、名古屋市美術館総務課宛に提出してください。 
※持参の場合は、美術館東側の職員用通用口へお越しください。受付時間は申込

期間内の午前９時～午後５時です。 
※応募用紙は返却できませんのでご了承ください。 

６ 申込期間 

  令和８年２月１日（日）～令和８年３月１３日（金）【必着】 
７ 選考 

  応募申込書及び小論文により第１次選考を行い、面接により第２次選考（後日 
第１次選考合格者に通知）を行います。選考結果は応募者全員にお知らせします。 

【応募先及び問合せ先】 

 〒４６０－０００８ 名古屋市中区栄二丁目１７番２５号 
 名古屋市美術館総務課「名古屋市美術館協議会公募担当」あて 
 電話 ０５２－２１２－０００１  ＦＡＸ ０５２－２１２－０００５ 
 電子メール a2120001@kyoiku.city.nagoya.lg.jp 
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